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研究要旨

他の先進諸国と比較した日本の栄養政策の課題や強みを抽出し、日本の優位性や栄養

に関する世界的潮流の中での日本の立ち位置を検証することで、低・中所得国における

持続可能な栄養改善政策に対して日本が寄与できることを考察することを目的とした。

G7 諸国（日本、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ）のほ

か、特筆すべき栄養政策が行われている国を対象とし、各国政府のホームページ、研究

論文を中心に情報収集した。日本の市区町村における母子保健事業では、全ての地域住

民が無料で栄養に関するサービスや指導を受けられる体制が整えられているが、アメリ

カではハイリスク・アプローチの中での栄養教育にとどまっていた。日本、フランス、

ドイツ、カナダ、オランダ、スイスの食生活指針には「健康的で持続可能な食料システ

ムの構築」の視点が含まれていた。「脆弱な状況下における栄養不良対策」としての災

害時の栄養政策には、平常時の食支援の仕組みを活かしたアメリカの戸別配布や、温食

や嗜好にも配慮したイタリアの先進的な取り組みなど、日本にとっても参考になる点が

多くみられた。「データに基づくモニタリング」としては、日本は 1946 年からコロナ

前まで国民（健康・）栄養調査を毎年実施してきた世界に類をみない国であり、自治体

による食事調査のノウハウが災害時にも活かされていた。避難所における食事調査の方

法に関する研究も実施されており、その知見は気候変動によって災害が増加している諸

外国の参考になると考えられる。

Ａ．研究目的

2021 年の世界の低栄養人口は 7.0〜8.3
億人（世界人口の 9.8%）であり、新型コ

ロナウイルス感染拡大以降、増加傾向にあ

る。2022 年からのウクライナ戦争によっ

て世界的に食物入手が困難になり、今後も

低栄養者の割合が増加すると予想される 1。

一方で、世界の成人の肥満人口は、2016 年

時点で 6.8 億人（13%）であり、2000 年

の 3.4 億人（8.7%）からおよそ 2 倍に増

加している 1。

このような低栄養と過栄養が混在する

状態を「栄養不良の二重負荷」という 2。

低栄養から過栄養に移行する過程を栄養

転換といい、多くの低・中所得国が現在こ

れを経験している。また、先進諸国が抱え

る問題も過栄養だけではない。例えば、ア

メリカでは肥満などの過栄養が最大の問

題である一方、食料不足や微量栄養素欠乏

の問題も抱えており、国の健康増進計画で

あるヘルシーピープル 2030 には、食料安

全保障や鉄欠乏に関する目標も掲げられ

ている。

このような状況の中、低栄養だけでなく

過栄養を含む栄養不良の二重負荷を初め

て取り上げた東京栄養サミットが2021年

12 月に開催された。2013 年 6 月にロンド

ンで開催された「成長のための栄養サミッ

ト」がアフリカの飢餓を救うことを目的と

していたのに対し、東京栄養サミットは、
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先進国をも対象とした持続可能な開発目

標（SDGs）が発表されてから初めて開催

された栄養サミットであり、新型コロナウ

イルス感染症による世界的な栄養状態の

悪化に対応すべく、全ての国々を対象とし

たものであった。 
東京栄養サミットでは「健康」、「食」、

「強靭性」という 3 つのメインテーマと、

「説明責任」、「財政」という全体をカバ

ーするテーマの 5 つの観点で議論がなさ

れ、その成果物として、今後取り組むべき

方向性を示す「東京栄養宣言」が発出され

た 3。 
日本はかつて、冷害等の気候災害や戦後

の食料不足による深刻な低栄養、高度経済

成長以降の過栄養の課題に直面したが、戦

前から養成していた栄養「人材」の全国へ

の配置と、栄養素ではなく、食べ方を含め

た「食事」を中心とした科学的「エビデン

ス」に基づく「誰一人取り残さない栄養政

策」を推進し、世界一の長寿国となった 4。

また、低栄養と過栄養の課題だけでなく、

多くの自然災害を経験し、欧米諸国と比べ

て極めて短期間で高齢社会に突入した日

本の栄養政策を整理し、諸外国と比較する

ことは、世界の栄養問題解決へ向けて、日

本がなし得る貢献内容を提案する上で重

要な知見となる。他の先進諸国と比較した

日本の栄養政策の課題や強みを抽出し、日

本の優位性や栄養に関する世界的潮流の

中での日本の立ち位置を検証することで、

低・中所得国における持続可能な栄養改善

政策に対して日本が寄与できることを考

察することを目的とした。 
 

Ｂ．方法 
2023 年 5 月に広島で開催される G7 サ

ミットでの栄養政策関連の資料提供を目

的に、G7 諸国（日本、フランス、アメリ

カ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ）

のほか、特筆すべき栄養政策が行われてい

る国を対象とし、各国政府のホームページ、

研究論文を中心に情報収集した。最終的に、

低・中所得国に対する栄養政策立案の技術

的支援も視野に入れているため、関連する

低・中所得国の現状も考察に入れることと

した。 
 

Ｃ. 結果 
東京栄養宣言の 5 つのテーマのうち、

栄養のための資金調達の推進である「財政」

を除いた、①「健康」、②「食」、③「強

靭性」、④「説明責任」を軸に、日本の栄

養政策を整理したものを表に示す。 
 
C-① 健康 

1 つ目の「健康」は、「栄養のユニバー

サル・ヘルス・カバレッジ（UHC）への統

合」である。 
C-①-1．乳幼児 
 日本では市区町村で母子保健事業を行

なっており、外国人を含めたすべての住民

が無料で、最も身近な保健センターで、両

親学級、乳幼児健康診査、離乳食教室など

の保健栄養サービスを受けることができ

る。保健センターでは常時電話による栄養

相談を受け付けているほか、両親学級や乳

幼児健診などの来所機会をとらえて、栄養

士や保健師による食事指導や栄養相談が

組み込まれている 5,6。離乳食の指導にお

いても、最新の知見や社会情勢をふまえて

改訂されている「授乳・離乳の支援ガイド」
7に基づく専門家による一貫した均質の指

導が、全国どこにいても受けられる。 
アメリカでは、低所得世帯の医学的もし

くは栄養学的なリスクを抱える女性と 5
歳未満の乳幼児を対象とした WIC
（Women, Infants, Children）プログラム

があり、全国に一万か所ある市レベルの

WIC クリニックにおいて、食品クーポン

の配布とともに栄養教育が実施されてい

る 8。 
また、諸外国では、保護者の低い社会経

済的地位や専門家による指導の欠如が、乳

幼児の不適切な離乳食摂取に影響してい

ることが報告されている 9,10,11。また、

2020 年の聞き取り調査によると、低・中

所得国では地域拠点での栄養指導は行わ

れておらず、サプリメントの配布のみであ

った 12。 
 

C-①-2．学童 
学童期における「栄養の UHC への統

合」として、日本では学校給食法に基づ

く学校給食と学校給食栄養管理者の配置

がある。文部科学省の令和３年度学校給
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食実施状況等調査によると 13、日本の国

公私立学校における学校給食の実施率は

95.6%、主食、おかず、ミルクからなる

完全給食の実施率は 94.3%である。 
先進国ではアメリカ農務省（United 

States Department of Agriculture: 
USDA)が National School Lunch 
Program（NSLP）を実施している 14。

文部科学省が管轄し、学校教育の一環と

して位置づけられている日本の学校給食

とは異なり、児童への栄養補給を目的と

している。 
 
C-② 食 

2 つ目の「食」は、「健康的で持続可

能な食料システムの構築」である。 
C-②-1. 食生活指針 
日本の食生活指針の①は「食事を楽し

みましょう」であり、「生活の質

（QOL）の向上」が 10 の指針の最初に

位置づけられている 15。フィンランドの

食生活指針も同様であるが 16、それ以外

の国の食生活指針は栄養素や食品の摂り

方に終始しているものが多い。また、日

本の食生活指針は、文部科学省、厚生労

働省、農林水産省の三省合同で策定され

ていることもあり、食文化や食料資源に

関する項目も盛り込まれている。「食料

の安定供給や食文化への理解」（指針

⑧）、「食料資源や環境への配慮」（指

針⑨）など、持続可能な食料システムの

視点も含まれており、これらは日本の食

生活指針の特長といえる。 
ドイツの食生活指針では、適切な栄養

バランス 17と持続可能な食生活 18の観点

から、植物性食品の摂取が推奨されてい

る。また、オランダでは、「肉類の摂取

を減らし、植物性食品を多く摂取し、

魚、豆類、種実類、卵、ベジタリアン用

食品等、様々な食品を摂取しましょう」

と記載されるほか、「私たちが口にする

食べ物は、環境に大きな影響を与えてい

る」と記述されており、環境負荷に配慮

した指針となっている 18, 19, 20。カナダの

食生活指針で示されている Canada’s 
Food Guide はプラネタリー・ヘルス・

ダイエットに類似しており、たんぱく質

が肉や魚だけでなく、植物性食品から得

られることが示されている 18, 21, 22。持続

可能性や環境への配慮についての記載は

ないが、推奨事項を実践すると、環境面

にも配慮した食生活が実現する指針とな

っている 18。フランス 23,24、スイス 25の

食生活指針では、持続可能性の観点か

ら、植物性食品のほか、地域で生産され

た食品、季節の食品を摂取することも推

奨している。 
5 つの指針から成る 2020-2025 年版の

アメリカの食生活指針（Dietary 
Guidelines for Americans: DGA）で

は、「生涯にわたる栄養」という点が指

針 1 に追加された 26。特に 2 歳までのラ

イフステージがメインとなっており、

「最初の千日間」を意識した内容となっ

ている。「最初の千日間」に対応するも

のとして、日本でも 2021 年に厚生労働

省が「妊娠前からはじめる妊産婦のため

の食生活指針」を発表している 27。DGA
のそれ以降の指針 2、3、4 をみると、食

品や栄養素の摂り方の話になっており、

諸外国の食生活指針は食品群や栄養素ベ

ースのものが多かった。 
ノルウェーでは、献立例等も付いた

「毎日の食事・10 の心得」が策定され、

書店でベストセラーとなり、広く国民に

知られるようになった 22。その結果、

1975 年から 1985 年の 10 年間に脂肪分

の摂取比率を 40%から 35%以下にすると

いう目標を達成し、1970 年代後半を境に

心臓疾患による死亡率が低下し始めた。 
 
C-②-1. フードガイド 
 日本では、食生活指針を具体的に行動

に結びつけるものとして、厚生労働省と

農林水産省が 2005 年にコマのイラスト

を用いた「食事バランスガイド」を策定

した。食事バランスガイドでは、食事を

主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品・果物

の 5 つに分類し、区分ごとに「つ（サー

ビング: SV）」という単位を用いている
28。料理レベルで食事を区分することに

よって、惣菜や外食など調理済みのもの

を食べる場合であっても、繰り返しそう

した情報に触れることで、感覚的に適量

を判断できるようになると考えられてい

る 29。 
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 アメリカでは、2011 年に、以前の

「MyPyramid」に置き換わって

「MyPlate」というフードガイドが発表

された 30。果物、野菜、穀物、たんぱく

質源となる食品群別で４つに色分けした

皿に、乳製品を追加したものであり、バ

ランスの良い食事が視覚的に理解できる

ようになっている。MyPlate のホームペ

ージに個人の年齢、性別、身長、体重、

身体活動量を入力することで、自分に必

要な１日のエネルギー摂取量、食品群の

量を知ることができるようになっている
31。 
 イギリスにおける「The Eatwell 
Guide」は 2016 年に「Eatwell Plate」
から改訂されたフードガイドである 32。

アメリカと同様に、食品群別で何をどれ

だけ摂取すればよいかが記載されている

が、たんぱく質源の食品群では、肉以外

からの摂取が推奨されていることが特徴

である。また、エネルギー、脂質、飽和

脂肪酸、砂糖、食塩の推奨量は、市販食

品の栄養成分表示ラベルと同じデザイン

で示し、食品購入時の栄養素量の確認を

促している 33。 
ドイツでは、the German Nutrition 

Society (DGE)による 2017 年改訂の

「The German nutrition circle (DGE 
Nutrition Circle)」が使用されており、

穀物・芋類、野菜、果物、牛乳・乳製

品、肉・ソーセージ・魚・卵、油脂類の

6 つの食品群別に分類されている 19。ま

た、DGE Nutrition Circle の補助資料と

して、DGE が開発した「Three 
dimensional food pyramid」は、野菜、

果物、低脂肪乳など、積極的に摂取する

べき食品を幅の広い底辺に、菓子類、ラ

ード、脂質の多い肉類など摂取を控える

べき食品を頂点付近に配置し、推奨度で

食品を階層化したモデルとなっている
17。 

カナダでは、フードガイドが食生活指

針に取り込まれており、理想的な食事に

ついて記述されていた 21。G7 の中で

は、フランス、イタリアのみ、フードガ

イドが開発されていなかった 24, 34。 
 
C-③強靭性 

3 つ目の「強靭性」は、「脆弱な状況

下における栄養不良対策の促進」であ

る。災害大国日本における脆弱な状況と

して最も想定すべきは災害時の栄養不良

である。 
 
C-③-1. 栄養の参照量 

日本では、避難所でも調理済みのその

まま食べられる食事を提供しているが、

難民キャンプや低・中所得国では米等の

個々の食材を配り、調理は自分で行うよ

うになっている。また、栄養不良の子ど

もには栄養ビスケット等の単品で栄養素

が摂れるものも提供している。しかし、

難民キャンプでは、食料が十分でも配給

システムの問題で公平に食料が行き渡ら

なかったり、杜撰な登録や配給カードで

不正支給が生じたりすることもある。ま

た、誤った調理習慣のため、適切な量の

食事を取れずに栄養不良になるケースも

みられる 35。 
大規模災害時でも健康的な「食事」を

提供するための取り組みは、「食事」を

中心とした日本の栄養政策における重要

な要素である。一方で、個々の生の食材

や栄養成分表示のある市販食品ではな

く、様々な食材を使って調理された状態

の「食事」を提供しているため、提供食

の栄養管理や評価は難しい。 
非常時の栄養の目標量については、世

界保健機関（World Health 
Organization: WHO）36や Sphere 
Acssociation37が国際的な指標としてハ

ンドブック等を公表しているが、日本で

は、東日本大震災の際に厚生労働省が自

国民向けの「避難所における栄養の参照

量」(以下、参照量)を発出した 38, 39。参

照量は、災害時に不足が懸念されるエネ

ルギー、たんぱく質、ビタミン B1、ビタ

ミン B2、ビタミン C について示されて

おり、食品入手が制限される災害時の実

情を考慮した内容となっている 40。な

お、東日本大震災以降に起きた大規模災

害では、最新の「日本人の食事摂取基

準」の値をもとに、国勢調査から得た被

災都道府県の性・年齢階級別の人口構成

を用いて算出した参照量を被災自治体に

向けて通知している 41。 
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アメリカでは、平常時の NSLP だけで

なく、非常時の USDA による食支援プロ

グラムに用いる食品も DGA を満たすこ

とが法律で推奨されている 42。カナダに

おける非常時の食事提供も Canada’s 
Food Guide に沿うこととされている
43。 
 
C-③-2. 被災者への食事提供 
 日本では、災害対策基本法により、

国、都道府県、市町村は必要な体制を整

備し、防災計画の策定、災害予防、災害

応急対策等の措置を定めることとされて

いる 44。また、災害により一定割合以上

の住家の減失（全壊）がある場合や、多

数の者が継続的に救助を必要とする場合

は災害救助法が適用される。災害救助法

では、保健師、栄養士、調理師等の雇い

上げ、炊き出しのための食材、調味料、

調理器具の購入、炊事場の確保や簡易調

理室の設置が、国庫負担の対象となる。

炊き出しその他による食品の給与の費用

限度額は、避難者１人 1 日 1180 円であ

り、救助期間は災害発生の日から 7 日以

内である 45, 46。 
日本における被災者への食事提供は避

難所で行われるが、アメリカでは、

USDA の保管する食品（USDA Foods）
を用いた会食（congregate feeding）、

戸別配布（household distribution）、電

子カードを用いた低所得世帯への食支援

（Disaster Supplemental Nutrition 
Assistance Program: D-SNAP）の 3 つ

の形態がある。戸別配布は各家庭への

USDA Foods の配送であり、平常時から

ある食料支援の仕組みを活かしている。

D-SNAP は、基準を満たした被災世帯

が、食料品店で EBT カードによって、

食料品店で買い物ができるシステムであ

り、平常時に行われている SNAP を災害

時に応用したものである 47。避難所で使

用する乳児用調整乳や離乳食について

は、発災後 48 時間以内に FEMA が届け

ることになっており、不足している場合

は USDA の食料栄養局（Food and 
Nutrition Service: FNS）が、追加で購

入する 47。 

 イタリアでは、1992 年に市民保護法が

制定され、州、県などの行政機関

（Components）と、消防団・自衛隊・

イタリア赤十字（Italian Red Cross: 
IRC）などの支援のスキルを有する組織

（Operational Structures）が共同で災

害時対応を実施することとされている
48。国レベルの市民安全省と、州、県、

市にそれぞれ設置されている市民保護局

は、平常時においては災害対策への準

備、行政職員への災害教育、国民への啓

発活動を実施し、災害発生時には、支援

物資の調達、搬送、避難所の開設と運営

を行う 48, 49。食費等の災害支援の費用

は、公費から支払われるが、災害が発生

した際に個別法を制定し、申請が承認さ

れてから公費が支払われるシステムにな

っている 50。簡易ベッドやキッチン、テ

ントの備蓄は法令によって義務付けられ

ている 51。2012 年のエミリア地震では、

被災者は食堂用の巨大テントのもと、テ

ーブルで食事を取っており、ヒアリング

を実施したエミリア・ロマーニャ州のモ

デナ県、ボランティア団体であるアンパ

ス協会及びアルピーニ協会の各職員によ

ると、初日から温かい食事を提供してい

たとのことだった 50。 
 スイスには、活火山、活断層はなく、

火山噴火や大規模災害の懸念はほぼない

ため、自然災害としては山崩れ、風水害

の恐れがある程度だが 52、連邦政府は

1963 年の民間防衛に関する連邦法第

45、46 条のもと、家屋所有者に避難場所

を建設することを求め、1969 年にはマニ

ュアル本「民間防衛」を全戸配布し、平

常時から全てのゲマインデ（市町村にあ

たる基礎自治体）ごとに負傷者の救護、

炊き出し等の任務を課し、訓練を重ねて

有事に備えている 53。2006 年に東西冷戦

が終結したため、民家の核シェルターの

設置は任意となったが、多くの国民はそ

の後も食料や飲料水を常備した核シェル

ターを所有しており、災害時にはそこに

避難するよう連邦政府から指示されてい

る 52。 
 
C-③-3. 人的支援 
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日本におけるマンパワーとしては、被

災地行政栄養士が中心となって、平常時

から養成している食生活改善推進員を活

用した炊き出しを行うほか、外部からの

ボランティアとしては、炊き出し団体の

ほか、日本栄養士会災害支援チーム

（Japanese Dietetic Association−
Disaster Assistance Team: JDA-DAT）
が派遣される 54。他自治体からの人的支

援としては、行政栄養士の被災地派遣の

ほか、DHEAT のメンバーとして管理栄

養士が派遣されることもある 55。JDA-
DAT は、平常時に専門的トレーニングを

受けた管理栄養士・栄養士で構成され、

乳幼児、高齢者などの災害時要配慮者へ

の対応や、要配慮者用の支援物資集積場

（特殊栄養食品ステーション）の設置及

び管理を行う 54, 56。行政は一般被災者を

対象にしたポピュレーション・アプロー

チを行い、JDA-DAT は要配慮者へのハ

イリスク・アプローチを担うというすみ

わけができている。 
アメリカでは、1979 年に連邦緊急事務

管理局（Federal Emergency 
Management Agency: FEMA）が設立さ

れ、災害時対応や国民防護を担当するこ

ととなった 57。大規模災害時は、FEMA
が総合調整役となって、USDA を中心と

した食事支援を実施する 47。支援活動は

緊急事態支援機能（Emergency Support 
Function: ESF）によって分類され、食

料、水の提供、避難所開設・運営に関す

る機能は ESF #6（被災者支援）であ

り、避難所開設・炊き出し等を実施する

アメリカ赤十字（American Red Cross: 
ARC）や National Voluntary 
Organizations Active in Disaster
（National VOAD）といったボランティ

ア団体がこの機能を担うことが指定され

ている 58, 59。ARC は、メンバーの 95%
が平常時から訓練を受けており、特に重

要な役割を果たしている 60。 
カナダでは、2007 年に緊急事態管理法

（Emergency Management Act）が定め

られ、連邦政府の調整部門である Public 
Safety Canada が、緊急事態時の活動の

全体調整役を務めることとなっている。

Public Safety Canada は、連邦政府緊急

時対応計画（The Federal Emergency 
Response Plan: FERP）を、州や自治体

政府とともに定める 61。カナダもアメリ

カと同様に、ESF が存在し、ESF #5 
Public Health and Essential Human 
Services の中に緊急時の社会サービス 
（Emergency Social Service: ESS）とし

て、食料支援（Emergency Food 
Service）が含まれている 62。避難所にお

ける食事は、地域のレストラン、ホテル

の食堂管理者、栄養士等が、食料資源、

器具の確保、食事提供の問題対応などを

担当し、救世軍（Salvation Army）、カ

ナダ赤十字（Canadian Red Cross)、
Meals on Wheels などのボランティア団

体も食事提供スタッフとして従事する
63。 
イタリアのボランティアは、事前に災

害時対応についての研修を受け、ボラン

ティア団体に災害派遣希望登録をしてい

る。日本の学生等が行うボランティア活

動とは異なり、イタリアでは、料理人は

避難所で食事を作り、水道事業者は水道

復旧を行うなど、職人としてボランティ

ア活動に従事する 51。各州及び災害ボラ

ンティア団体が、災害発生 48 時間以内

に、小規模避難所を運営し、その後被災

地外の州や国が大規模避難所を設営・運

営することとなっている。 
 

C-③-4. 災害への備え 
 日本では、災害対策基本法に基づき、

都道府県及び市区町村は、避難計画や公

的備蓄等について記載した地域防災計画

を作成する。厚生労働省が東京栄養サミ

ットに合わせて制作した「大規模災害時

に備えた栄養に配慮した食料備蓄量算出

のための簡易シミュレーター」（以下、

簡易シミュレーター）は、自治体の備蓄

から供給される栄養素量を計算すること

ができるツールである 64。これも栄養の

参照量と同様、ユーザーである行政職員

の意見をもとに改訂が行われている 65。

家庭備蓄については、農林水産省が 2019
年 3 月に「災害時に備えた食品ストック

ガイド」を公表しており、「最低 3 日分

〜1 週間分」を備蓄量の目安としている
66。同時に公表された「要配慮者のため
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の災害時に備えた食品ストックガイド」

では、災害時には要配慮者用の特殊食品

の入手が難しいことを考慮して、「少な

くとも 2 週間分の備蓄」を推奨している
67。備蓄量の目安だけでなく、要配慮者

への対応法や特殊栄養食品ステーション

の設置についても記載されている。 
 アメリカでは、各地に学校給食用の食

料倉庫が備えられており、生鮮食品を含

む、平常時に使用される多様な食材を災

害時にも活用することができる 42。日本

においても、東日本大震災の後に文部科

学省の防災業務計画が改訂され、「学校

給食施設等を活用した炊き出しについて

関係機関と協力する」といった文言が入

り、2013 年度の時点で 69.7%の市町村で

「学校給食施設等の利用」が地域防災計

画等に示されるようになったものの、日

本の学校給食に使用する食材は、食品衛

生の観点から当日納入が原則であり、学

校給食のための食料備蓄をもたない点が

異なる。 
アメリカの家庭備蓄については、国土

安全保障省（Department of Homeland 
Security: DHS）が 2003 年から国民の備

蓄教育、啓発を目的とした Ready 
Campaign を開始し 68、FEMA と ARC
が 2004 年に共同で家庭備蓄に関するパ

ンフレットを公表している 69。 
スイスでは、1962 年に施設、民家に核

シェルターを設置するとともに、食料や

飲料水などを１か月以上備蓄することを

義務づけた。その費用の 75%は政府が負

担し、2017 年時点での備蓄率はほぼ

100%である 52。 
 

C-④．説明責任 
 4 つ目の「説明責任」とは「データに

基づくモニタリング」である。例えば、

避難所の食事改善のために、災害救助法

の一般基準である「炊き出しその他によ

る食品の給与」のための費用の限度額で

ある 1,180 円を超えた特別基準の適用を

都道府県庁から国に申請する場合もデー

タに基づく説明責任を果たすことが重要

である 45, 46。そのために被災自治体によ

る避難所食事調査が行われる。 
 

C-④-1. 被災自治体による避難所食事調

査 
日本は 1946 年からコロナ前まで国民

（健康・）栄養調査を毎年実施してきた

世界に類をみない国であり 4、自治体に

よる食事調査のノウハウが災害時にも活

かされている。避難所で支援活動を行う

管理栄養士・栄養士が秤量記録法や聞き

取りによって食事調査を行い、「避難所

における栄養の参照量」を用いて過不足

を評価し、食事内容の改善につなげる

（図）。最初のアセスメントにはチェッ

ク項目を中心とした 2 頁から成る「避難

所食事状況調査票」が用いられるが、こ

れだけでもおおよその栄養バランスは把

握できることが研究により確認されてい

る 70。また、食事写真から推定した食事

重量や栄養素等含有量の妥当性と再現性

も検証されており、誤差は少ないものの

人手と時間のかかる秤量記録法に代わる

避難所食事調査法の検討も行われている
71。 
 カナダでは、避難所において、Food 
Service Log Sheet によって食事を把握

し、内容の改善が検討されており 43、日

本と同様に避難所食事調査のための調査

票が作成されていた。 
 
Ｄ．考察 
D-① 健康 
D-①-1．乳幼児 

WIC プログラムはハイリスク・アプロ

ーチであるが 8、日本の母子保健事業は

すべての住民を対象とした（＝ユニバー

サル）ポピュレーション・アプローチで

あり、UHC に栄養が組み込まれてい

る。また、WIC はアメリカ連邦議会がプ

ログラムに必要な資金を蓄えておくエン

タイトルメント・プログラムではなく、

必要な資金を議会が認可する連邦補助金

プログラムである。食料品を購入できる

クーポン券（現在は電子カード）の配布

を伴うため、資金を要するが、栄養指導

をするだけでなく、健康的な食生活の実

践に必要な食料品を EBT（Electronic 
Benefit Transfer）カードというかたち

で支給している点は実現要因として有効

である。また、食料品が買えることは低
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所得の対象者にとって栄養教育を受ける

際の強力なインセンティブにもなる。一

方で、日本の乳幼児健診は母子保健法

に、自治体における保健指導は健康増進

法に規定されていており、自治体の恒常

的な事業に組み込まれているため、安定

的に実施されており、乳幼児健診の受診

率は「１歳６ヶ月児」で 95.7%、「3 歳

児」で 94.6%（令和元年度）と高く、広

くいきわたっている 72。 
 
D-①-2．学童 
日本の学校給食は、主食・主菜・副菜

のそろった食事の完成形を示すものであ

り 73、学童期から毎日それを目にしてい

るため、日本人は誰でも健康的な食事と

言われれば、主食・主菜・副菜の揃った

食事をイメージすることができる。一

方、アメリカなどの先進国の学校給食

は、カフェテリア形式で自ら選んでいく

ため、あるべき食事の姿を見る機会とは

なっておらず、生きた教材としての給食

を用いた栄養教育は行われていない。 
また、日本では栄養教諭制度があり、

教科等の指導、児童生徒に対する個別的

な相談指導が行われているが、低・中所

得国では栄養を教える人材がなく、学校

で栄養について教えていない。日本では

義務教育で栄養を教えているため、誰と

でも栄養の話をすることができるが、

低・中所得国ではそもそも栄養の概念自

体がないところもあり、新たに栄養政策

を作ろうとしてもそれを理解してもらえ

ない問題が存在する。 
 

D-② 食 
D-②-1. 食生活指針 
日本のように食生活を生活リズムの構

築や、食の循環や環境にまで広げて、包

括的に見ているものは見当たらなかっ

た。 
アメリカは日本同様、母乳代用品の規

制に関する WHO コードを批准していな

い数少ない国の一つであり 75、人工栄養

の割合が高いにも関わらず、DGA の指針

1 では生後 6 か月までは完全母乳栄養と

し、少なくとも 1 年間は母乳を与え続け

ることが示されていた 26。日本の「授

乳・離乳の支援ガイド」では、母乳育児

の支援の必要性について言及されてい

る。同ガイドでは、母乳をインターネッ

ト上で販売している実態も踏まえて、衛

生面等のリスクについて注意喚起してい

ることや、授乳の支援にあたっては母乳

だけにこだわらず、必要に応じて育児用

ミルクを使う等、適切な支援が必要であ

ることが示されている 7。以上のよう

に、アメリカと日本では、授乳のアプロ

ーチや考え方が異なっていることが見受

けられた。 
ノルウェーにおける脂肪分の摂取比率

や心臓疾患による死亡率の低下が、心得

による成果なのか判断は難しい。一方

で、低・中所得国では supplementation
や fortification による栄養素ベースの政

策が多い 12。食生活の変容によらない、

栄養素補給の介入の効果は、実験的研究

デザインを用いて政策評価しやすいと思

われる。しかし、その効果の持続は投与

期間に限定され、根本的かつ持続性のあ

る栄養改善にはつながらない。日本は、

戦後の栄養欠乏の時代であっても、栄養

指導車（キッチンカー）による栄養教育

を通じて「食事」の改善に努めていた点

が特長である。 
 
D-③強靭性 
D-③-1. 栄養の参照量 

日本では、災害時に特化した栄養の参

照量が策定されていることが特長であ

る。しかし、2013 年の全国調査では、参

照量を活用している自治体は 6.5%と少な

く 75、実情に即した値ではないことが指

摘されたため 76、実際に避難所での食事

支援を行なった被災地行政栄養士からの

意見をもとに、改定のための研究が行わ

れ 77、参照量を満たす市販食品の組み合

わせ例や災害用献立も作成されている
78。参照量を策定する（Plan）だけでな

く、災害現場で実際に使用（Do）した際

の課題を実務者から聞き取り

（Check）、値の改定に役立てる（Act）
という PDCA サイクルに基づいた改良が

行われていることは日本の栄養政策の強

みであるといえる。 
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アメリカやカナダでは平常時に使用す

る食生活指針を、災害時にも活用してい

た。しかし、2017 年のハリケーン・マリ

アの被害を受けたプエルトリコ（アメリ

カ保護領）においては、食塩や砂糖の供

給量を DGA 通りに設定することができ

ていなかったと報告されていることから
79、平常時に使われている DGA を食料事

情の異なる災害時にも適用することは難

しいと考えられた。 
 
D-③-2. 被災者への食事提供 

アメリカでは、避難所での会食のほか

に、食料の戸別配布や D-SNAP という、

平常時から行われている低所得世帯向け

の食料支援の枠組みを活かした災害時対

応が行われていた。東日本大震災の仮設

住宅にいた被災者は、それ以外（自宅、

賃貸住宅）の被災者と比較して、新鮮な

野菜、肉、魚などの摂取量が不足してい

ることや、体重が有意に増加したという

健康上の課題が報告されている 80。仮設

住宅は津波の被害の及ばない広大な空き

地にしか建設できないため、概して交通

の便が悪く、居住者は買い物にも苦労す

る。このような食環境において、食料の

戸別配布は健康的な食品へのアクセスを

保証するためにも有効である。また在宅

避難者は把握が困難であり、食支援を受

けづらいことが報告されているため、D-
SNAP のような仕組みがあれば、避難所

に食事だけを取りに行く必要がなくな

る。被災者の復旧作業の時間を奪うこと

もなく、地元商店街に対する支援にもな

りうる。 
イタリアでは、宗教上の理由からボラ

ンティア精神が根強く、８人に１人がボ

ランティア団体に所属し、平常時から盛

んに訓練を受けている 48。訓練された豊

富なボランティア人材が自治体所有のキ

ッチンカーを利用して、発災当日から温

かい食事を提供していることや、国民食

であるパスタのソースは被災者が自由に

選択できるという個人の嗜好にも配慮し

ている 50。 
 
D-③-3. 人的支援 

 日本、カナダ、イタリアでは、管理栄

養士・栄養士や料理人が、災害時の栄養

管理や炊き出しに従事していた。JDA-
DAT 発足前の東日本大震災の避難所の食

事は炭水化物中心で、野菜・果物類が少

なく、食塩の供給量が多かった 81, 82。管

理栄養士が支援に入ることで、食事の質

が改善されたという報告があることから
83、食や栄養の専門家が被災者への食事

提供を担当することで、大規模災害時で

あっても健康的な「食事」を支援するこ

とができると考えられる。 
 熊本地震以降の日本の被災地では、災

害時に通常の食事を食べられない要配慮

者のために、特殊栄養食品ステーション

が設置されるようになった 85。乳幼児や

高齢者を含む全ライフコースのほか、傷

病者や被災者までもカバーする日本の栄

養政策は災害時においても「誰一人取り

残さない」SDGs の理念に通じるもので

ある。 
 
D-④-3. 災害への備え 

日本の公的備蓄の現状をみると、行政

としての水や食料の備蓄に関すること

は、8 割以上の自治体が地域防災計画で

定めているものの、予算や保管場所の不

足により、計画通りに備蓄できている自

治体は 2 割にも満たない 85。また、家庭

備蓄率は、2021 年時点で 53.8%であり
86、東日本大震災等の大規模災害を経験

し、かつ南海トラフ巨大地震や首都直下

型地震が予想される国であるのにも関わ

らず、およそ半数の家庭で備えられてい

ない。東京都では、企業に対し、東京都

帰宅困難者対策条例によって、従業員に

3 日分の備蓄を努力義務として課してい

るが、都内企業の半数が 3 日も備蓄でき

ていないことが報道されている 87。不足

する公的備蓄を補うために、スイスのよ

うに国民に備蓄義務を課すことが求めら

れる。 
日本では、家庭備蓄の普及啓発だけな

く、各市区町村で食生活改善推進員を中

心にパッククッキングの調理実習をおこ

なうなど、災害時にも調理をおこない、

「食事」をとるための取組が行われてい

る。 
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D-④．説明責任 
D-④-1. 被災地自治体による避難所食事

調査 
 避難所で提供される食事をモニタリン

グし、PDCA につなげるシステムが構築

されている点、および科学的なエビデン

スに基づく政策プロセスのために、デー

タ収集のための避難所食事調査法の検討

も研究ベースで実施されている点は日本

の強みといえる。イランでは、災害時に

送られた調理不要の支援物資が、塩分・

糖分過剰で、食物繊維が不足していたも

のの、提供された食事の栄養素量をアセ

スメントする取り組みがなかったことが

課題として挙げられている 88。チェック

項目による簡易アセスメントや写真法な

ど調査の簡略化について検討した研究

は、他国が避難所食事調査を実施する上

で参考になると考えられる。 
 
Ｅ．結論 
 日本では市区町村における母子保健事

業の中で「栄養の UHC への統合」が行

われているが、アメリカではハイリス

ク・アプローチの中での栄養教育にとど

まっていた。日本、フランス、ドイツ、

カナダ、オランダ、スイスの食生活指針

には「健康的で持続可能な食料システム

の構築」の視点が含まれていた。「脆弱

な状況下における栄養不良対策」として

の災害時の栄養政策には、平常時の食支

援の仕組みを活かしたアメリカの戸別配

布や、温食や嗜好にも配慮したイタリア

の先進的な取り組みなど、日本にとって

も参考になる点が多くみられた。「デー

タに基づくモニタリング」としては、日

本は 1946 年からコロナ前まで国民（健

康・）栄養調査を毎年実施してきた世界

に類をみない国であり、自治体による食

事調査のノウハウが災害時にも活かされ

ていた。避難所食事調査法に関する研究

も実施されており、その知見は気候変動

によって災害が増加している諸外国の参

考になると考えられる。 
 
Ｆ．健康危機情報 
 なし 
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 なし 
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表. 東京栄養宣⾔の 4 つのテーマ別分野に関連した⽇本の栄養政策 

*1 東京栄養サミットでは①〜④に⑤財政（栄養改善のための財源確保）を加えた 5 つのテーマについて
議論された。*2M&E: Monitoring and Evaluation 

東京栄養宣⾔
のテーマ*1 

 
栄養政策 

①健康 ⺟性 ・妊娠前からはじめる妊産婦のための⾷⽣活指針 
・⺟⼦健康⼿帳（乳幼児⾝体発育曲線） 

乳幼児 乳幼児健康診査、授乳・離乳の⽀援ガイド 
学童 学校給⾷法に基づく学校給⾷、栄養教諭制度 
成⼈ 特定健診・保健指導 
⾼齢者 ・スマイルケア⾷（新しい介護⾷品） 

・介護報酬による栄養改善加算 
②⾷ 計画 健康⽇本 21、健やか親⼦ 21 

⾷育推進基本計画（第四次計画の重点事項②は「持続可能な⾷」
を⽀える⾷育の推進）  

ツール ・QOL の向上や⾷⽂化、環境への配慮も含んだ⾷⽣活指針 
・料理ベースの⾷事バランスガイド 
・５年毎に改定される⾷事摂取基準（2020 年版はフレイル予防
が改定のポイント） 
・⼋訂まで改訂されている⽇本⾷品標準成分表（⽂部科学省） 

⾷環境整備 「健康な⾷事・⾷環境」認証制度、⾷品表⽰法 
特定給⾷施設指導 

⼈材 管理栄養⼠・栄養⼠制度、⾷⽣活改善推進員 
③強靭性 貧困者 こども⾷堂、フードバンク 
  

被
災
者 

避難所の⾷事 避難所における栄養の参照量、特殊栄養⾷品ステーション 
⼈的⽀援 【⽇本栄養⼠会】⽇本栄養⼠会災害⽀援チーム（JDA-DAT） 

【厚⽣労働省】・⾏政栄養⼠の被災地派遣 
・災害時健康危機管理⽀援チーム（DHEAT） 

⾷料備蓄 【家庭】災害時に備えた⾷品ストックガイド 
【⾏政】⼤規模災害時に備えた栄養に配慮した⾷料備蓄量の算出
のための簡易シミュレーター 
【介護施設】介護報酬で BCP 策定義務付け 

 傷病者 管理栄養⼠による病院給⾷（⾏事⾷）、栄養サポートチーム 
診療報酬に基づく栄養⾷事指導料 

④説明責任 
情報を把握
し、PDCA に
つなげるｼｽﾃﾑ
（M&E*2） 

乳幼児 乳幼児⾝体発育調査、乳幼児栄養調査 
学童 学校保健統計調査  
全世代 国⺠健康・栄養調査 
被災者 被災⾃治体による避難所⾷事調査 
傷病者 患者調査、国⺠⽣活基礎調査 
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図．PDCA サイクルによる災害時の栄養対策 

出典：特定⾮営利活動法⼈⽇本栄養改善学会監修．管理栄養⼠養成のための栄養学教育モデルコアカ
リキュラム準拠 第 10 巻 公衆栄養学 2023 年版 公衆栄養活動の実践のための理論と展開．東京：医⻭
薬出版；2023, p.176 

 
 

29




